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衆
議
院
議
員

井
英
勝
君
提
出
自
動
車
事
故
に
か
か
る
損
害
賠
償
の
算
定
基
準
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を 

送
付
す
る
。 
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三
及
び
四
に
つ
い
て 

一
に
つ
い
て 

二
に
つ
い
て 

交
通
安
全
対
策
基
本
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
十
号
）
に
基
づ
き
総
理
府
に
置
か
れ
て
い
る
中
央
交
通
安
全
対
策
会

議
に
お
い
て
、
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
交
通
の
安
全
に
関
す
る
施
策
を
含
む
交
通
の
安
全
に
関

す
る
総
合
的
な
計
画
と
し
て
第
六
次
交
通
安
全
基
本
計
画
（
平
成
八
年
度
～
十
二
年
度
）
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。 

自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
九
十
七
号
）
に
規
定
す
る
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
（
以
下
「
自
賠

責
保
険
」
と
い
う
。
）
等
の
制
度
の
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
同
法
第
一
条
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
同
法
第
八
十
六
条
の
規
定
に 

 

基
づ
き
、
自
動
車
事
故
の
被
害
者
の
保
護
に
欠
け
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

同
計
画
に
お
い
て
は
、
年
間
の
道
路
交
通
事
故
死
者
数
を
平
成
九
年
ま
で
に
一
万
人
以
下
と
し
、
さ
ら
に
、
平
成
十
二
年

ま
で
に
九
千
人
以
下
と
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
と
し
て
い
る
。 

弁
書 

衆
議
院
議
員

井
英
勝
君
提
出
自
動
車
事
故
に
か
か
る
損
害
賠
償
の
算
定
基
準
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答 

三 

 



 

 

四 

自
賠
責
保
険
は
、
自
動
車
の
保
有
者
等
が
自
動
車
事
故
の
被
害
者
に
対
し
て
負
っ
た
民
事
上
の
損
害
賠
償
責
任
に
よ
る
損

害
を
て
ん
補
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
（
共
済
）
支
払
基
準
（
昭
和
四
十
九
年
運
輸
省
自

保
第
二
百
五
十
八
号
運
輸
省
自
動
車
局
長
通
達
）
に
お
け
る
被
害
者
の
逸
失
利
益
の
算
定
方
法
に
つ
い
て
は
、
民
事
上
の
損

害
賠
償
額
を
算
定
す
る
際
に
通
常
用
い
ら
れ
る
方
法
に
基
づ
き
、
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

五
に
つ
い
て 

自
動
車
保
険
に
お
い
て
、
当
該
保
険
の
被
保
険
者
が
自
動
車
事
故
に
よ
り
被
害
者
に
与
え
た
損
害
に
つ
い
て
保
険
会
社
が

支
払
う
保
険
金
は
、
被
保
険
者
が
自
動
車
事
故
の
被
害
者
に
対
し
て
負
っ
た
民
事
上
の
損
害
賠
償
責
任
を
て
ん
補
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
保
険
会
社
の
保
険
金
の
額
の
算
定
に
お
け
る
被
害
者
の
逸
失
利
益
の
算
定
方
法
に
つ
い
て
は
、
民
事
上

の
損
害
賠
償
額
を
算
定
す
る
際
に
通
常
用
い
ら
れ
る
方
法
等
を
勘
案
し
て
、
個
々
の
保
険
会
社
に
お
い
て
決
定
す
る
も
の
で

あ
る
。 


